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規

則

■群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
四
十
五
号

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

八

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に

対
す
る
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

第
二
条
第
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

９

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
（
県
若
し
く
は
県
に
包
括
さ
れ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支

援
学
校
、
県
の
区
域
内
の
私
立
の
特
別
支
援
学
校
又
は
県
の
設
置
す
る
中
等
教
育
学
校
（
前
期

課
程
に
限
る
。
）
に
就
学
す
る
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
等
（
児
童
又
は
未
成
年
の
生
徒
に
つ

い
て
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
、

成
年
に
達
し
た
生
徒
に
つ
い
て
は
そ
の
者
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
る
者
を
い
う
。
第

四
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
支
弁
す
る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
に
必

要
な
経
費
の
う
ち
教
育
委
員
会
が
認
め
た
も
の
（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
支
給
に
関
す
る
事
務

二

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
資
料
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
三
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第

十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
八

項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び

に
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第

八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
の
保
護
者
等
を
い
う
。
次
号
及

び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

二

高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
届
出
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

第
三
条
第
十
二
項
第
一
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

チ

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定

及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
八

条
第
二
号
の
求
職
者
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
情
報

第
四
条
第
四
項
第
一
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

第
四
条
第
四
項
第
二
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
届
出
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年１０月１９日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第７号）
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令和３年１０月１９日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第７号）

公安委員会規則■

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年１０月１９日

群馬県公安委員会委員長 町 田 錦一郎

群馬県公安委員会規則第１３号

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則（平成１１年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

第５条第１２号中「高崎北警察署（仮称）開設準備室」を「高崎北警察署開設準備室」に改める。

第４０条の３の２の見出し並びに同条第１項及び第２項中「高崎北警察署（仮称）開設準備室」を「高崎北警察

署開設準備室」に改め、同条第３項中「高崎北警察署（仮称）開設準備室」を「高崎北警察署開設準備室」に、

「高崎北警察署（仮称）の」を「高崎北警察署の」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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